
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
一

○
関
東
・
中
部
・
東
北
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
一

○
山
梨
県
消
防
施
設
整
備
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
二

○
山
梨
県
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
事
業
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
二
二
二

○
山
梨
県
中
小
企
業
技
術
開
発
促
進
事
業
等
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
二
二
二

山
梨
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
諸
収
入
条
例
別
表
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
定
め
る
額
の
一

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
二
二
二

部
改
正

○
山
梨
県
認
定
職
業
訓
練
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
二

○
山
梨
県
観
光
施
設
整
備
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
二

○
山
梨
県
農
業
委
員
会
等
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
三

○
山
梨
県
農
業
共
済
事
業
事
務
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
三

○
山
梨
県
共
同
利
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
二
二
三

○
山
梨
県
農
業
協
同
組
合
組
織
整
備
促
進
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
二
二
三

○
開
拓
融
資
保
証
資
金
利
子
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
三

○
山
梨
県
国
土
調
査
事
業
補
助
金
等
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
三

○
ニ
ユ
ー
カ
ツ
ス
ル
病
緊
急
再
建
対
策
事
業
利
子
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
二
二
四

○
山
梨
県
ニ
ユ
ー
カ
ツ
ス
ル
病
自
衛
防
疫
促
進
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
二
二
四

○
山
梨
県
家
畜
導
入
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
四

○
ニ
ユ
ー
カ
ツ
ス
ル
病
再
建
資
金
利
子
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
二
二
四

○
山
梨
県
畜
産
振
興
資
金
貸
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
四

○
山
梨
県
冷
害
等
緊
急
救
農
対
策
事
業
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
二
二
四

○
山
梨
県
主
要
農
作
物
等
種
苗
確
保
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
二
二
四

○
山
梨
県
農
作
物
奨
励
品
種
の
指
定
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
五

○
山
梨
県
植
物
防
疫
事
業
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
六

○
山
梨
県
小
団
地
開
発
整
備
事
業
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
六

○
山
梨
県
農
地
造
成
事
業
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
六

○
山
梨
県
開
拓
事
業
入
植
施
設
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
六

○
山
梨
県
開
拓
未
利
用
地
開
発
事
業
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
六

○
道
路
の
供
用
開
始
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
六

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
指
定
（
四
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
二
二
七

○
都
市
計
画
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
〇

○
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
認
可
（
六
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
一

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
特
定
工
程
及
び
特
定
工
程
後
の
工
程
の
指
定
の
一
部
改
正
…
…
…
…
二
四
四

○
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
道
路
位
置
指
定
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
四

平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
二
四
五

る
者
に
必
要
な
資
格
等

訓
　
　
　
令

○
青
果
市
場
駐
在
員
の
設
置
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
九

公
　
　
　
告

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
四
九

○
開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
〇

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
〇

○
一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
五
一

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
一
号

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
を
変
更
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
二
百

五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
堺
市
」
の
次
に
「
、
新
潟
市
、
浜
松
市
」
を
加
え
る
。

附
　
則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
二
号

関
東
・
中
部
・
東
北
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
を
変
更
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
（
昭

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
二
一

山
梨
県
公
報
平
成
十
九
年

三
月
二
十
九
日

第
千
七
百
四
十
八
号

木　曜　日



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
二
二

和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ

る
同
法
第
二
百
五
十
二
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

関
東
・
中
部
・
東
北
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

第
三
条
第
二
号
中
「
横
浜
市
」
の
次
に
「
、
新
潟
市
」
を
、「
静
岡
市
」
の
次
に
「
、
浜
松
市
」
を

加
え
る
。附

　
則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
三
号

山
梨
県
消
防
施
設
整
備
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
消
防
施
設
整
備
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

山
梨
県
消
防
施
設
整
備
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
告
示
第
九
十
四
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
四
号

山
梨
県
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
事
業
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　

山
梨
県
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
事
業
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

山
梨
県
廃
棄
物
処
理
施
設
整
備
事
業
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
四
十
年
山
梨
県
告
示
第
八
十
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
五
号

山
梨
県
中
小
企
業
技
術
開
発
促
進
事
業
等
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　

山
梨
県
中
小
企
業
技
術
開
発
促
進
事
業
等
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

山
梨
県
中
小
企
業
技
術
開
発
促
進
事
業
等
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
三
百

三
十
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
六
号

山
梨
県
工
業
技
術
セ
ン
タ
ー
諸
収
入
条
例
別
表
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
定
め
る
額
（
昭
和
六
十
一
年

山
梨
県
告
示
第
百
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　

１
の
表
そ
の
他
の
機
械
器
具
又
は
設
備
の
項
を
削
る
。

２
の
表
繊
維
（
ニ
ッ
ト
製
品
及
び
そ
の
原
材
料
を
除
く
。）
の
部
を
削
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
七
号

山
梨
県
認
定
職
業
訓
練
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
認
定
職
業
訓
練
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

山
梨
県
認
定
職
業
訓
練
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
五
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
百
七
十
五
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
告
示
に
よ
る
廃
止
前
の
山
梨
県
認
定
職
業
訓
練
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
（
以
下
「
旧
規
程
」

と
い
う
。）
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
た
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
旧
規
程
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
後
も
、

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
八
号

山
梨
県
観
光
施
設
整
備
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
二
三

山
梨
県
観
光
施
設
整
備
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

山
梨
県
観
光
施
設
整
備
費
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
号
）
は
、
廃

止
す
る
。附

　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
告
示
に
よ
る
廃
止
前
の
山
梨
県
観
光
施
設
整
備
費
補
助
金
交
付
規
程
（
以
下
「
旧
規
程
」
と

い
う
。）
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
た
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
旧
規
程
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
後
も
、
な

お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
九
号

山
梨
県
農
業
委
員
会
等
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　
　

山
梨
県
農
業
委
員
会
等
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

山
梨
県
農
業
委
員
会
等
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
百
九
十
六
号
）
は
、
廃

止
す
る
。附

　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
十
号

山
梨
県
農
業
共
済
事
業
事
務
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
農
業
共
済
事
業
事
務
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

山
梨
県
農
業
共
済
事
業
事
務
費
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
七
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
十
一
号

山
梨
県
共
同
利
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
共
同
利
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

山
梨
県
共
同
利
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
告
示
第
二
百

二
十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
十
二
号

山
梨
県
農
業
協
同
組
合
組
織
整
備
促
進
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
農
業
協
同
組
合
組
織
整
備
促
進
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

山
梨
県
農
業
協
同
組
合
組
織
整
備
促
進
費
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
告
示
第
二
百

十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
十
三
号

開
拓
融
資
保
証
資
金
利
子
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

開
拓
融
資
保
証
資
金
利
子
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

開
拓
融
資
保
証
資
金
利
子
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
八
十
四
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
十
四
号

山
梨
県
国
土
調
査
事
業
補
助
金
等
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　
　

山
梨
県
国
土
調
査
事
業
補
助
金
等
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
二
四

山
梨
県
国
土
調
査
事
業
補
助
金
等
交
付
規
程
（
昭
和
五
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
二
十
四
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
十
五
号

ニ
ユ
ー
カ
ツ
ス
ル
病
緊
急
再
建
対
策
事
業
利
子
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　
　

ニ
ユ
ー
カ
ツ
ス
ル
病
緊
急
再
建
対
策
事
業
利
子
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

ニ
ユ
ー
カ
ツ
ス
ル
病
緊
急
再
建
対
策
事
業
利
子
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
告
示
第

百
四
十
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
十
六
号

山
梨
県
ニ
ユ
ー
カ
ツ
ス
ル
病
自
衛
防
疫
促
進
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
ニ
ユ
ー
カ
ツ
ス
ル
病
自
衛
防
疫
促
進
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

山
梨
県
ニ
ユ
ー
カ
ツ
ス
ル
病
自
衛
防
疫
促
進
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
告

示
第
十
七
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
十
七
号

山
梨
県
家
畜
導
入
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
家
畜
導
入
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

山
梨
県
家
畜
導
入
事
業
費
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
告
示
第
五
十
八
号
）
は
、
廃

止
す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
十
八
号

ニ
ユ
ー
カ
ツ
ス
ル
病
再
建
資
金
利
子
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

ニ
ユ
ー
カ
ツ
ス
ル
病
再
建
資
金
利
子
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

ニ
ユ
ー
カ
ツ
ス
ル
病
再
建
資
金
利
子
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
百
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
十
九
号

山
梨
県
畜
産
振
興
資
金
貸
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
畜
産
振
興
資
金
貸
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

山
梨
県
畜
産
振
興
資
金
貸
付
規
程
（
昭
和
五
十
九
年
山
梨
県
告
示
第
五
百
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
号

山
梨
県
冷
害
等
緊
急
救
農
対
策
事
業
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　

山
梨
県
冷
害
等
緊
急
救
農
対
策
事
業
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

山
梨
県
冷
害
等
緊
急
救
農
対
策
事
業
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
五
十

六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
一
号

山
梨
県
主
要
農
作
物
等
種
苗
確
保
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
二
五

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　

山
梨
県
主
要
農
作
物
等
種
苗
確
保
費
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

山
梨
県
主
要
農
作
物
等
種
苗
確
保
費
補
助
金
交
付
規
程（
昭
和
三
十
二
年
山
梨
県
告
示
第
九
十
五
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
二
号

山
梨
県
農
作
物
奨
励
品
種
の
指
定
（
昭
和
四
十
一
年
山
梨
県
告
示
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

「

平
坦
地
の
痩
地
、

晩
　
生

一
の
表
中
　
　
同
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
農
林
二
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
及
び
イ
モ
チ
病
頻

中
間
型

す
る
。

「

平
坦
地
の

晩
　
生

同
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
農
林
二
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
及
び
イ
モ

秋
部
落
地
帯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
間
型

す
る
。

発
地
帯
に
適
　
　
を

晩
　
生

」

同
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
ヒ
ノ
ヒ
カ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
平
坦
地
帯

中
間
型

「

痩
地
、
秋
部
落
地
帯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
早
　
生

水
稲
（
も
ち
）

推
奨
品
種
　
オ
ト
メ
モ
チ

チ
病
頻
発
地
帯
に
適
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
穂
重
型

に
、

早
　
生

同
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
ヒ
メ
ノ
モ
チ
　
　
　
　
偏
穂
重

に
適
す
る
。

型

」

高
冷
地
帯
に
適
す
る
。

「

早

を
　
　
水
稲
（
も
ち
）

推
奨
品
種
　
ヒ
メ
ノ
モ
チ
　
　
　
　
偏

中
間
地
帯
及
び
高
冷
地
帯
に
適
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
型

す
る
。

」

「

水
稲
（
糯も
ち

）

同
　
　
　
　
マ
ン
ゲ
ツ
モ
チ

生

中
間
地
帯
及
び
高
冷
地
帯
に
適

穂
重
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
、

す
る
。

同
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
コ
ト
ブ
キ
モ
チ

」

「

同
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
こ
が
ね

中
　
生
　
平
坦
部
及
び
山
添
地
帯
に
適
す

穂
重
型
　
る
。

を

同
　
　
　
　
　
　
同
　
　
　
　
マ
ン
ゲ

晩
　
生

平
坦
部
に
適
す
る
。

中
間
型

」

同
　
　
　
　
　
　
特
定
品
種
　
朝
紫

中
生
早

も
ち
　
　
　
　
偏
穂
重
　
中
間
地
帯
に
適
す
る
。

型中
　
生
　
平
坦
部
及
び
山
添
地
帯
に
適
す
　
　
に
改
め
る
。

ツ
モ
チ
　
　
　
　
　
　

穂
重
型
　
る
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
二
六

中
生
早

中
間
地
帯
に
適
す
る
。

穂
重
型

」

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
三
号

山
梨
県
植
物
防
疫
事
業
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
植
物
防
疫
事
業
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

山
梨
県
植
物
防
疫
事
業
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
五
号
）
は
、
廃
止

す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
四
号

山
梨
県
小
団
地
開
発
整
備
事
業
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
小
団
地
開
発
整
備
事
業
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

山
梨
県
小
団
地
開
発
整
備
事
業
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
二
号
）

は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
五
号

山
梨
県
農
地
造
成
事
業
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
農
地
造
成
事
業
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

山
梨
県
農
地
造
成
事
業
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
山
梨
県
告
示
第
五
十
三
号
）
は
、
廃
止

す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
六
号

山
梨
県
開
拓
事
業
入
植
施
設
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
開
拓
事
業
入
植
施
設
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

山
梨
県
開
拓
事
業
入
植
施
設
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
三
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
百
九
十
三
号
）
は
、

廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
七
号

山
梨
県
開
拓
未
利
用
地
開
発
事
業
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

山
梨
県
開
拓
未
利
用
地
開
発
事
業
補
助
金
交
付
規
程
を
廃
止
す
る
告
示

山
梨
県
開
拓
未
利
用
地
開
発
事
業
補
助
金
交
付
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
八
十
六

号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
　
則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務
所
峡

北
支
所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
四
月
十
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

原
浅
尾
韮
崎

北
杜
市
須
玉
町
大
字
小
尾
字
西
真
木

一
一
・
〇
平
成
十
九
年

線

二
一
五
六
番
地
先
か
ら

四
月
一
日

北
杜
市
須
玉
町
大
字
小
尾
字
西
真
木

二
一
四
七
番
の
一
地
先
ま
で



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
二
七

山
梨
県
告
示
第
百
二
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務
所
に

お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
四
月
十
九
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

高
下
鰍
沢
線

南
巨
摩
郡
増
穂
町
大
字
高
下
字
小
屋

二
〇
〇
・
〇
平
成
十
九
年

場
九
八
八
番
地
先
か
ら

三
月
二
十
九

南
巨
摩
郡
増
穂
町
大
字
高
下
字
小
屋

日

場
九
四
八
番
の
七
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
道
路
管
理
課
及
び
富
士
・
東
部
建
設
事

務
所
（
吉
田
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
四
月
十
九
日
ま
で
一
般

の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

梁
川
猿
橋
線

大
月
市
猿
橋
町
大
字
伊
良
原
八
五
番

一
一
五
・
二
平
成
十
九
年

の
一
地
先
か
ら

三
月
二
十
九

大
月
市
猿
橋
町
大
字
伊
良
原
四
八
番

日

の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
一
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
砂

防
課
及
び
中
北
建
設
事
務
所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

南
ア
ル
プ
ス
市

塩
前
・
塩
前
Ⅲ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

塩
前
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
嵐
Ⅱ
・
大
嵐
Ⅲ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

須
沢
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

塩
前
Ⅲ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

新
倉
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

新
倉
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

古
屋
敷
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

古
屋
敷
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

古
屋
敷
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
河
原
・
西
河
原
の

急
傾
斜
地
の
崩
壊

２西
河
原
の
３
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
曽
利

急
傾
斜
地
の
崩
壊



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
二
八

大
曽
利
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
曽
利
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
曽
利
の
２
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

沓
沢
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

沓
沢
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

沓
沢
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

日
中
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

日
中
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

日
中
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

木
場
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

木
場
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

曽
根
尻

急
傾
斜
地
の
崩
壊

曽
根
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

桃
ノ
木
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

桃
ノ
木
平
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

古
屋
敷
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

石
塔
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

金
山
沢
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

白
入
倉

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
嵐
沢

土
石
流

塩
沢
川

土
石
流

二
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

示
及
び
当
該
自
然
現
象
に
よ
り

現
象
の
種
類

建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ

れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

南
ア
ル
プ
ス
市

塩
前
・
塩
前
Ⅲ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

塩
前
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
嵐
Ⅱ
・
大
嵐
Ⅲ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

須
沢
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

塩
前
Ⅲ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

新
倉
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

新
倉
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

古
屋
敷
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

古
屋
敷
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

古
屋
敷
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
河
原
・
西
河
原
の

急
傾
斜
地
の
崩
壊

２西
河
原
の
３
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
曽
利

急
傾
斜
地
の
崩
壊



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
二
九

大
曽
利
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
曽
利
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
曽
利
の
２
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

沓
沢
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

沓
沢
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

沓
沢
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

日
中
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

日
中
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

日
中
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

木
場
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

木
場
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

曽
根
尻

急
傾
斜
地
の
崩
壊

曽
根
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

桃
ノ
木
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

桃
ノ
木
平
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

古
屋
敷
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

石
塔
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

金
山
沢
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

白
入
倉

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
嵐
沢

土
石
流

塩
沢
川

土
石
流

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
二
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
砂

防
課
及
び
峡
東
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

山
梨
市

雷
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

雷
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
荻
原
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
荻
原
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
荻
原
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
平
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
平
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
平
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
三
〇

円
川

急
傾
斜
地
の
崩
壊

天
科
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

天
科
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
の
平
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
の
平
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

天
科
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

天
科
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
荻
原
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

雷
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

雷
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

芹
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
の
浦
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
の
浦
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

青
笹

急
傾
斜
地
の
崩
壊

青
笹
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

釜
口
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

釜
口
Ⅱ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

芹
沢
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
の
平
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

釜
口

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
の
平
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
の
平
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
の
平
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

若
林

急
傾
斜
地
の
崩
壊

徳
和

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
屋
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
釜
口

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
釜
口
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
釜
口
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
釜
口
の
３
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
釜
口
の
３
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
釜
口
の
３
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

興
南
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

興
南
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

興
南

急
傾
斜
地
の
崩
壊

塩
原

急
傾
斜
地
の
崩
壊

若
林
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

徳
和
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
三
一

下
釜
口
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
釜
口
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
釜
口
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

馬
込
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

馬
込
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

馬
込
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
荻
原
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
荻
原
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

馬
込
Ⅱ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

稲
子
沢
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

稲
子
沢
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

芹
沢
川

土
石
流

西
の
平
沢

土
石
流

天
科
沢

土
石
流

上
釜
口
沢

土
石
流

観
音
沢

土
石
流

細
入
沢

土
石
流

枝
沢

土
石
流

所
の
沢

土
石
流

オ
ク
ジ
ョ
ウ

土
石
流

オ
オ
ノ
沢

土
石
流

番
屋
沢

土
石
流

湯
沢
―
１

土
石
流

湯
沢
―
２

土
石
流

第
二
湯
沢

土
石
流

第
三
湯
沢

土
石
流

金
バ
ン
沢

土
石
流

川
浦
沢

土
石
流

上
ノ
窪
沢

土
石
流

第
二
上
の
窪

土
石
流

寺
の
沢

土
石
流

下
荻
原
北
沢

土
石
流

上
北
沢

土
石
流

弥
惣
沢

土
石
流

不
動
沢

土
石
流

宮
の
窪
沢
―
１

土
石
流

宮
の
窪
沢
―
２

土
石
流

下
南
沢

土
石
流



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
三
二

南
沢

土
石
流

下
釜
口
沢

土
石
流

下
釜
口
北
沢

土
石
流

紗
知
沢

土
石
流

塩
沢

土
石
流

南
馬
込
沢

土
石
流

滝
沢

土
石
流

塩
原
沢

土
石
流

下
荻
原
西
沢

土
石
流

寺
井
沢

土
石
流

青
笹
―
１

地
滑
り

青
笹
―
２

地
滑
り

青
笹
―
３

地
滑
り

二
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

示
及
び
当
該
自
然
現
象
に
よ
り

現
象
の
種
類

建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ

れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

山
梨
市

雷
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

雷
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
荻
原
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
荻
原
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
荻
原
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
平
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
平
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
平
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

円
川

急
傾
斜
地
の
崩
壊

天
科
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

天
科
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
の
平
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

湯
の
平
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

天
科
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

天
科
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
荻
原
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

雷
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

雷
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

芹
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

赤
の
浦
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

青
笹
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
三
三

釜
口
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

釜
口
Ⅱ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

芹
沢
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
の
平
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

釜
口

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
の
平
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
の
平
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
の
平
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

若
林

急
傾
斜
地
の
崩
壊

徳
和

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
屋
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
釜
口

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
釜
口
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
釜
口
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
釜
口
の
３
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
釜
口
の
３
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
釜
口
の
３
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

興
南
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

興
南
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

興
南

急
傾
斜
地
の
崩
壊

塩
原

急
傾
斜
地
の
崩
壊

若
林
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

徳
和
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
釜
口
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
釜
口
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
釜
口
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

馬
込
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

馬
込
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

馬
込
Ⅱ
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
荻
原
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
荻
原
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

馬
込
Ⅱ
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

稲
子
沢
Ⅱ
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

稲
子
沢
Ⅱ
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

芹
沢
川

土
石
流

西
の
平
沢

土
石
流

天
科
沢

土
石
流

上
釜
口
沢

土
石
流



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
三
四

観
音
沢

土
石
流

細
入
沢

土
石
流

枝
沢

土
石
流

所
の
沢

土
石
流

オ
ク
ジ
ョ
ウ

土
石
流

番
屋
沢

土
石
流

湯
沢
―
１

土
石
流

湯
沢
―
２

土
石
流

第
二
湯
沢

土
石
流

第
三
湯
沢

土
石
流

金
バ
ン
沢

土
石
流

第
二
上
の
窪

土
石
流

上
北
沢

土
石
流

不
動
沢

土
石
流

宮
の
窪
沢
―
１

土
石
流

南
沢

土
石
流

下
釜
口
沢

土
石
流

下
釜
口
北
沢

土
石
流

紗
知
沢

土
石
流

塩
沢

土
石
流

南
馬
込
沢

土
石
流

滝
沢

土
石
流

塩
原
沢

土
石
流

下
荻
原
西
沢

土
石
流

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
三
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
砂

防
課
及
び
峡
南
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

南
部
町

釜
の
口

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

釜
の
口
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

森
屋
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

森
屋
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
ノ
入

急
傾
斜
地
の
崩
壊

本
郷
谷
津

急
傾
斜
地
の
崩
壊



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
三
五

船
山
温
泉

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
川

急
傾
斜
地
の
崩
壊

峰

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
蔵
・
矢
崎
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
蔵
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
松

急
傾
斜
地
の
崩
壊

緑
ヶ
丘
団
地

急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

井
出
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

船
久
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

倉
ヶ
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
橇
田
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
橇
田
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
尾
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
尾
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
尾
の
２
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

寄
畑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

原
戸
川

土
石
流

大
和
川

土
石
流

日
向
川

土
石
流

南
の
入
川

土
石
流

西
の
入
沢

土
石
流

日
影
沢
川

土
石
流

権
現
川

土
石
流

瀬
戸
川

土
石
流

西
の
入
川

土
石
流

西
沢
川

土
石
流

矢
崎
川

土
石
流

木
戸
川

土
石
流

西
川

土
石
流

小
川

土
石
流

島
尻
川

土
石
流

四
万
沢
川
の
１

土
石
流

寄
畑
川

土
石
流

井
出
八
木
沢
川

土
石
流

上
佐
野
沢
川
―
１

土
石
流

上
佐
野
沢
川
―
２

土
石
流

ゆ
ず
の
木
沢
川

土
石
流



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
三
六

小
内
船
川

土
石
流

戸
樋
の
沢
川

土
石
流

樋
之
沢
川

土
石
流

梅
の
木
川

土
石
流

長
田
川

土
石
流

二
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

示
及
び
当
該
自
然
現
象
に
よ
り

現
象
の
種
類

建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ

れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

南
部
町

釜
の
口

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

釜
の
口
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

森
屋
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

森
屋
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

宮
ノ
入

急
傾
斜
地
の
崩
壊

本
郷
谷
津

急
傾
斜
地
の
崩
壊

船
山
温
泉

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
川

急
傾
斜
地
の
崩
壊

峰

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
蔵
・
矢
崎
Ⅱ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
蔵
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

長
松

急
傾
斜
地
の
崩
壊

緑
ヶ
丘
団
地

急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
山

急
傾
斜
地
の
崩
壊

井
出
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

船
久
保

急
傾
斜
地
の
崩
壊

倉
ヶ
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
橇
田
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
橇
田
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
尾
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
尾
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
尾
の
２
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

寄
畑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

原
戸
川

土
石
流

日
向
川

土
石
流

南
の
入
川

土
石
流

西
の
入
沢

土
石
流

権
現
川

土
石
流

瀬
戸
川

土
石
流



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
三
七

西
の
入
川

土
石
流

矢
崎
川

土
石
流

木
戸
川

土
石
流

西
川

土
石
流

小
川

土
石
流

四
万
沢
川
の
１

土
石
流

寄
畑
川

土
石
流

井
出
八
木
沢
川

土
石
流

上
佐
野
沢
川
―
１

土
石
流

上
佐
野
沢
川
―
２

土
石
流

ゆ
ず
の
木
沢
川

土
石
流

小
内
船
川

土
石
流

戸
樋
の
沢
川

土
石
流

樋
之
沢
川

土
石
流

梅
の
木
川

土
石
流

長
田
川

土
石
流

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
四
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
土
砂
災
害
警
戒
区
域
を
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
土
木
部
砂

防
課
及
び
峡
南
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
土
砂
災
害
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
表
示

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

現
象
の
種
類

身
延
町

身
延
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

身
延
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
谷
の
１
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
谷
の
１
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

新
宿
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

新
宿
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
谷
の
１
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
谷
の
１
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
谷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
町
の
１
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
町
の
１
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

町
方
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

町
方
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

町
方
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
三
八

町
方
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

塩
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
野
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
野
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

総
門
前
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

総
門
前
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
田
船
原
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
田
船
原
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

門
野

急
傾
斜
地
の
崩
壊

北
原
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

北
原
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

北
原
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

角
打
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

角
打
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

洗
足

急
傾
斜
地
の
崩
壊

身
延
の
３
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

身
延
の
３
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

身
延
の
３
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
町
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
谷
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
塩
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

南
谷
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

南
谷
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
田
船
原
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

横
尾

急
傾
斜
地
の
崩
壊

広
河
原
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

広
河
原
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

三
段
池

急
傾
斜
地
の
崩
壊

蛇
石
沢
川

土
石
流

中
沢
川

土
石
流

西
裏
沢
川

土
石
流

湯
沢
川

土
石
流

大
倉
沢
川

土
石
流

身
延
川
―
１

土
石
流

樋
の
沢
川

土
石
流

身
延
川
―
２

土
石
流

片
隅
沢

土
石
流

醍
醐
沢
川

土
石
流



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
三
九

湯
場
沢

土
石
流

桑
柄
川
―
２

土
石
流

島
の
沢
川

土
石
流

ね
ず
み
沢
川

土
石
流

室
子
沢
川

土
石
流

法
洗
沢
川

土
石
流

塩
沢
―
１

地
滑
り

塩
沢
―
２

地
滑
り

塩
沢
―
３

地
滑
り

塩
沢
―
４

地
滑
り

塩
沢
―
５

地
滑
り

北
清
子

地
滑
り

二
　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

市
町
村
名

土
砂
災
害
特
別
警
戒

土
砂
災
害
の
発
生

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
の
表

区
域
の
名
称

原
因
と
な
る
自
然

示
及
び
当
該
自
然
現
象
に
よ
り

現
象
の
種
類

建
築
物
に
作
用
す
る
と
想
定
さ

れ
る
衝
撃
に
関
す
る
事
項

身
延
町

身
延
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

次
の
図
の
と
お
り

（
図
面
省
略
）

身
延
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
谷
の
１
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
谷
の
１
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

新
宿
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

新
宿
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
谷
の
１
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
谷
の
１
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

西
谷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
町
の
１
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
町
の
１
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

町
方
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

町
方
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

町
方
の
２
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

町
方
の
２
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

塩
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
野
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

大
野
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

総
門
前
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

総
門
前
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
田
船
原
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
四
〇

小
田
船
原
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

門
野

急
傾
斜
地
の
崩
壊

北
原
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

北
原
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

北
原
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

角
打
の
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

角
打
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

洗
足

急
傾
斜
地
の
崩
壊

身
延
の
３
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

身
延
の
３
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

身
延
の
３
―
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
町
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
谷
の
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

東
塩
沢

急
傾
斜
地
の
崩
壊

南
谷
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

南
谷
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

小
田
船
原
の
３

急
傾
斜
地
の
崩
壊

横
尾

急
傾
斜
地
の
崩
壊

広
河
原
―
１

急
傾
斜
地
の
崩
壊

広
河
原
―
２

急
傾
斜
地
の
崩
壊

三
段
池

急
傾
斜
地
の
崩
壊

蛇
石
沢
川

土
石
流

中
沢
川

土
石
流

西
裏
沢
川

土
石
流

湯
沢
川

土
石
流

樋
の
沢
川

土
石
流

身
延
川
―
２

土
石
流

片
隅
沢

土
石
流

醍
醐
沢
川

土
石
流

湯
場
沢

土
石
流

桑
柄
川
―
２

土
石
流

島
の
沢
川

土
石
流

ね
ず
み
沢
川

土
石
流

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
五
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
市
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

当
該
都
市
計
画
の
図
書
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
四
一

一
　
都
市
計
画
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

峡
西
都
市
計
画
公
園

（
五
・
五
・
二
号
　
櫛
形
総
合
公
園
）

二
　
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

縦
覧
に
供
す
る
図
書
に
明
示
す
る
部
分

三
　
縦
覧
場
所

甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
土
木
部
都
市
計
画
課

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
六
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
施
行
者
の
名
称

甲
府
市

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

東
八
代
都
市
計
画
下
水
道
事
業
甲
府
市
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

昭
和
六
十
二
年
十
一
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
　
収
用
の
部
分

平
成
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
九
十
四
号
の
事
業
地
に
、
甲
府
市
下
向
山
町
字
山
王
坂
、
字
　

東
山
、
字
番
屋
及
び
字
山
田
の
各
一
部
を
加
え
る
。

２
　
使
用
の
部
分

変
更
な
し

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
七
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
施
行
者
の
名
称

甲
州
市

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

峡
東
都
市
計
画
下
水
道
事
業
甲
州
市
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
四
年
六
月
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
　
収
用
の
部
分

昭
和
五
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
六
号
、
昭
和
五
十
九
年
山
梨
県
告
示
第
三
十
五
号
、
昭
和

六
十
三
年
山
梨
県
告
示
第
九
十
号
、
平
成
元
年
山
梨
県
告
示
第
四
十
五
号
、
平
成
三
年
山
梨
県
告

示
第
五
百
四
十
九
号
、
平
成
四
年
山
梨
県
告
示
第
百
三
十
二
号
、
平
成
七
年
山
梨
県
告
示
第
二
百

六
十
三
号
、
平
成
八
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号
、
平
成
九
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
六
十
三

号
、
平
成
十
一
年
山
梨
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号
及
び
平
成
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
四
十
二

号
の
事
業
地
に
、
甲
州
市
塩
山
上
塩
後
字
秀
森
前
、
塩
山
下
塩
後
字
西
林
及
び
字
打
手
、
塩
山
西

広
門
田
字
道
上
、
字
田
頭
及
び
字
株
地
、
塩
山
小
屋
敷
字
宮
東
、
字
宮
下
、
字
天
神
、
字
上
松
尾
、

字
下
松
尾
、
字
駒
園
及
び
字
畑
屋
敷
、
塩
山
三
日
市
場
字
屋
敷
添
、
字
村
西
、
字
東
林
及
び
字
上

掘
、
塩
山
赤
尾
字
川
除
下
、
字
東
流
、
字
茶
臼
石
、
字
神
之
木
、
字
西
畑
、
字
流
、
字
横
堰
、
字

宮
沢
及
び
字
石
塔
、
勝
沼
町
藤
井
字
西
天
徳
、
字
山
田
、
字
大
明
及
び
字
半
内
田
、
勝
沼
町
菱
山

字
相
之
原
、
字
地
蔵
堂
、
字
早
稲
田
、
字
池
ノ
平
、
字
大
久
保
日
向
、
字
新
起
、
字
捨
石
原
、
字

上
村
及
び
字
平
田
並
び
に
勝
沼
町
山
字
西
ノ
田
、
字
山
岸
、
字
幸
神
、
字
大
塚
、
字
立
石
、
字
前

田
及
び
字
八
ツ
口
の
各
一
部
を
加
え
塩
山
上
塩
後
字
打
雲
、
字
千
手
院
前
、
字
曲
松
及
び
字
稲
荷

林
、
塩
山
下
塩
後
字
東
打
手
、
字
髭
切
塚
、
字
比
丘
尼
原
及
び
字
天
神
原
、
塩
山
西
広
門
田
字
村

北
及
び
字
西
堀
、
塩
山
下
於
曽
字
八
反
田
、
字
一
ノ
坪
、
字
天
神
原
、
字
間
ノ
田
、
字
金
山
沢
、

字
桧
、
字
大
木
戸
及
び
字
影
井
、
塩
山
赤
尾
字
堰
口
、
字
坂
下
、
字
清
水
、
字
相
之
田
、
字
渋
沢
、

字
下
西
畑
、
字
渋
田
及
び
字
久
保
田
、
塩
山
熊
野
字
横
井
、
字
五
反
田
、
字
后
畑
及
び
字
坂
之
上
、

勝
沼
町
藤
井
字
上
野
並
び
に
勝
沼
町
菱
山
字
切
付
の
各
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。

２
　
使
用
の
部
分

変
更
な
し

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
八
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
四
二

一
　
施
行
者
の
名
称

笛
吹
市

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

峡
東
都
市
計
画
下
水
道
事
業
笛
吹
市
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
四
年
七
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
　
収
用
の
部
分

平
成
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
三
百
号
、
山
梨
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号
及
び
山
梨
県
告
示
第
四

百
七
十
一
号
の
事
業
地
に
、
笛
吹
市
石
和
町
山
崎
字
伊
勢
の
宮
、
石
和
町
四
日
市
場
字
飯
塚
及
び

字
柿
の
木
町
、
石
和
町
下
平
井
字
永
塚
、
石
和
町
市
部
字
長
塚
、
一
宮
町
石
字
門
之
田
並
び
に
一

宮
町
土
塚
字
下
村
、
字
中
村
、
字
高
根
、
字
東
光
、
字
見
ル
目
、
字
東
原
田
、
字
西
原
田
及
び
字

三
宮
司
の
全
部
を
加
え
、
春
日
居
町
下
岩
下
字
柳
田
、
春
日
居
町
別
田
字
立
石
町
、
字
一
本
榎
及

び
字
長
尾
町
、
春
日
居
町
加
茂
字
後
町
、
春
日
居
町
桑
戸
字
長
尾
町
、
春
日
居
町
小
松
字
橋
之
許
、

春
日
居
町
鎮
目
字
寺
ノ
前
、
字
椚
田
及
び
字
大
侭
、
石
和
町
山
崎
字
南
河
原
、
石
和
町
市
部
字
宮

ノ
下
及
び
字
腰
巻
、
石
和
町
四
日
市
場
字
紙
屋
町
、
字
大
剱
町
、
字
山
下
町
、
字
中
向
、
字
諏
訪

原
及
び
字
保
州
町
、
石
和
町
唐
柏
字
河
原
及
び
字
池
田
、
石
和
町
東
高
橋
字
梅
ノ
木
、
石
和
町
今

井
字
西
河
原
及
び
字
参
宮
地
、
石
和
町
河
内
字
宮
窪
、
石
和
町
小
石
和
字
神
明
、
石
和
町
東
油
川

字
北
畑
、
石
和
町
井
戸
字
豊
岡
、
石
和
町
砂
原
字
青
木
、
石
和
町
下
平
井
字
南
門
、
字
宮
下
、
字

東
田
、
字
真
行
田
、
字
小
石
原
及
び
字
大
豆
生
田
、
石
和
町
上
平
井
字
新
沼
原
、
字
大
沼
原
、
字

寿
道
、
字
井
上
、
字
御
堂
、
字
小
山
田
、
字
村
中
、
字
下
前
田
及
び
字
上
前
田
、
石
和
町
中
川
字

下
井
上
ケ
、
字
上
井
上
ケ
、
字
北
小
石
原
、
字
高
水
口
、
字
大
坪
、
字
月
ヶ
田
、
字
小
石
原
及
び

字
松
本
、
一
宮
町
坪
井
字
一
町
田
、
字
下
方
瀬
及
び
字
上
方
瀬
、
一
宮
町
竹
原
田
字
後
田
町
、
字

柳
田
町
、
字
川
原
口
町
、
字
夕
雨
田
町
、
字
本
村
町
及
び
字
沖
田
町
、
一
宮
町
国
分
字
金
山
、
一

宮
町
田
中
字
立
野
、
一
宮
町
下
矢
作
字
平
井
田
、
字
腰
胡
桃
及
び
字
西
原
、
一
宮
町
北
都
塚
字
前

河
原
及
び
字
伊
勢
田
、
一
宮
町
一
宮
字
今
宮
、
一
宮
町
東
原
字
西
田
町
、
字
桜
畑
、
字
天
神
原
及

び
字
矢
倉
、
一
宮
町
地
蔵
堂
字
前
田
、
一
宮
町
石
字
十
二
社
、
字
西
田
、
字
油
田
、
字
山
道
、
字

三
日
神
、
字
保
木
田
、
字
若
宮
、
字
柳
田
及
び
字
寺
前
、
一
宮
町
千
米
寺
字
前
田
、
字
南
屋
敷
西

割
、
字
上
屋
敷
西
割
及
び
字
八
田
村
、
一
宮
町
塩
田
字
南
大
金
川
、
字
大
金
川
、
字
大
久
保
、
字

北
中
原
、
字
北
堀
、
字
徳
門
、
字
天
神
原
及
び
字
前
田
町
、
一
宮
町
新
巻
字
権
現
堂
、
字
前
田
、

字
本
村
、
字
北
松
葉
及
び
字
清
泉
並
び
に
一
宮
町
土
塚
字
三
敷
田
、
字
名
代
塚
、
字
横
市
及
び
字

的
場
の
各
一
部
を
加
え
る
。

２
　
使
用
の
部
分

変
更
な
し

山
梨
県
告
示
第
百
三
十
九
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
施
行
者
の
名
称

笛
吹
市

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

東
八
代
都
市
計
画
下
水
道
事
業
笛
吹
市
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

平
成
元
年
八
月
十
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地

１
　
収
用
の
部
分

平
成
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号
の
事
業
地
に
、
笛
吹
市
御
坂
町
成
田
字
塩
売
、
字

か
じ
田
、
字
亀
甲
、
字
待
下
、
字
境
沢
、
字
金
山
、
字
鳳
原
、
字
當
代
、
字
町
屋
、
字
高
田
、
字

高
畑
、
字
西
ノ
宮
、
字
正
南
、
字
天
神
原
、
字
熊
野
堂
、
字
新
堀
、
字
南
畑
、
字
宮
ノ
前
、
字
宮

東
、
字
山
ノ
神
、
字
差
平
、
字
中
原
、
字
南
原
、
字
大
原
上
割
、
字
大
原
下
割
、
字
梨
ノ
木
、
字

北
新
居
及
び
字
岡
天
神
、
御
坂
町
国
衙
字
屋
敷
割
、
字
北
白
金
、
字
南
白
金
、
字
地
蔵
堂
、
字
堀

ノ
内
及
び
字
宮
本
、
御
坂
町
井
之
上
字
間
中
、
御
坂
町
金
川
原
字
山
本
、
御
坂
町
二
之
宮
字
北
通

及
び
字
中
通
、
御
坂
町
夏
目
原
字
村
西
、
字
居
村
、
字
イ
ジ
シ
ャ
リ
、
字
宮
の
前
、
字
カ
ウ
ド
、

字
与
州
上
、
字
出
口
南
割
、
字
西
経
塚
、
字
京
塚
、
字
南
与
州
、
字
諏
訪
原
、
字
神
ノ
木
及
び
字

寺
南
、
御
坂
町
八
千
蔵
字
赤
根
及
び
字
諏
訪
原
、
御
坂
町
蕎
麦
塚
字
道
中
根
、
御
坂
町
栗
合
字
野

末
、
字
梨
ノ
木
、
字
平
塚
、
字
山
ノ
神
及
び
字
原
町
、
御
坂
町
下
野
原
字
近
渡
及
び
字
原
畑
、
八

代
町
増
利
字
才
ノ
神
、
字
鎌
田
、
字
友
田
、
字
東
蒲
田
、
字
塚
越
及
び
東
塚
越
、
八
代
町
永
井
字

道
寛
池
、
字
田
島
、
字
西
田
島
、
字
三
夜
、
字
雨
降
、
字
南
居
、
字
桜
、
字
豊
気
、
字
地
蔵
、
字

宮
之
前
、
字
長
慶
寺
、
字
宮
ノ
後
、
字
北
割
及
び
字
瑜
伽
之
後
、
八
代
町
米
倉
字
町
屋
、
八
代
町

南
字
原
、
字
長
崎
、
字
五
里
塚
、
字
養
老
子
、
字
二
子
塚
、
字
塚
ノ
越
、
字
堀
ノ
内
、
字
侭
ノ
上

及
び
字
向
原
、
八
代
町
北
字
前
田
、
字
大
庭
、
字
生
板
橋
、
字
竹
之
内
、
字
奴
白
、
字
上
小
下
、

字
伊
勢
宮
及
び
字
祝
神
、
八
代
町
高
家
字
下
り
道
、
字
御
堀
及
び
字
田
中
畑
並
び
に
八
代
町
竹
居

字
中
屋
敷
、
字
下
ノ
川
及
び
字
前
田
の
全
部
を
加
え
、
御
坂
町
成
田
字
大
窪
南
割
、
字
琵
琶
塚
、

字
欠
田
、
字
布
袋
、
字
地
耕
免
、
字
大
原
田
、
字
大
ネ
ギ
、
字
永
田
、
字
中
嶋
、
字
出
口
、
字
西

条
、
字
薬
師
堂
、
字
河
内
田
、
字
永
命
及
び
字
黒
経
塚
、
御
坂
町
国
衙
字
境
沢
、
字
小
塔
田
、
字

白
金
、
字
五
反
歩
、
字
前
田
、
字
横
田
、
字
三
十
六
及
び
字
赤
目
田
、
御
坂
町
井
之
上
字
金
清
寺
、



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
四
三

字
山
王
、
字
横
畑
、
字
姥
塚
、
字
天
神
前
、
字
下
木
戸
、
字
村
之
内
北
割
、
字
金
塚
、
字
明
見
原

及
び
字
天
神
原
、
御
坂
町
金
川
原
字
西
之
原
、
字
天
神
原
、
字
大
岡
、
字
方
八
丁
、
字
伊
勢
原
、

字
馬
込
、
字
行
人
塚
、
字
大
久
保
、
字
八
反
久
保
、
字
中
道
、
字
塚
之
越
、
字
龍
ケ
原
、
字
藤
蔵

塚
及
び
字
川
添
、
御
坂
町
二
之
宮
字
小
宮
、
字
上
川
、
字
溜
井
尻
、
字
石
田
、
字
柳
田
、
字
道
添
、

字
梅
坪
、
字
南
通
、
字
清
水
、
字
注
連
木
、
字
後
田
及
び
字
宝
手
、
御
坂
町
夏
目
原
字
小
宮
、
字

鍬
柄
田
、
字
上
白
金
、
字
下
白
金
、
字
森
崎
、
字
三
宮
司
、
字
出
口
北
割
、
字
嘉
藤
次
、
字
橋
詰
、

字
狐
原
、
字
乗
合
後
、
字
ボ
ケ
原
、
字
三
ツ
大
サ
、
字
中
田
、
字
チ
コ
ウ
メ
ン
北
割
、
字
ネ
ギ
田
、

字
カ
ニ
田
、
字
上
三
枚
、
字
中
三
枚
、
字
下
三
枚
、
字
油
免
及
び
字
〆
木
、
御
坂
町
八
千
蔵
字
宮

ノ
後
、
字
居
屋
敷
、
字
七
五
三
木
、
字
前
田
及
び
字
河
内
田
、
御
坂
町
蕎
麦
塚
字
下
原
、
字
前
田
、

字
馬
込
及
び
字
村
上
、
御
坂
町
栗
合
字
中
沢
及
び
字
御
幣
、
御
坂
町
下
野
原
字
西
田
、
字
東
田
、

字
松
ノ
木
田
、
字
神
ノ
木
及
び
字
花
掛
、
御
坂
町
尾
山
字
田
代
、
字
六
市
及
び
字
西
平
、
御
坂
町

下
黒
駒
字
北
長
田
、
字
大
長
田
、
字
中
長
田
、
字
北
、
字
辻
南
、
字
南
長
田
及
び
字
笹
塚
、
御
坂

町
竹
居
字
後
田
、
字
屈
畑
、
字
白
山
、
字
太
鼓
畑
、
字
八
反
付
、
字
大
応
、
字
青
木
田
、
字
中
丸

及
び
字
皀
角
子
田
、
八
代
町
増
利
字
四
反
田
、
字
門
ノ
内
、
字
宮
前
、
字
脚
気
地
蔵
、
字
儘
上
、

字
神
田
、
字
屋
敷
ノ
内
、
字
山
家
田
、
字
御
堂
畑
、
字
角
田
、
字
下
御
崎
、
字
東
御
崎
、
字
清
水

河
原
、
字
欠
ノ
畑
、
字
一
丁
五
反
、
字
沢
又
木
、
字
五
反
田
、
字
上
反
田
及
び
字
神
ノ
木
、
八
代

町
大
間
田
字
坂
東
、
八
代
町
永
井
字
砂
田
、
字
福
田
、
字
南
仲
田
、
字
帽
子
、
字
鰻
田
、
字
泉
田
、

字
安
事
田
、
字
長
沢
、
字
小
清
水
、
字
大
清
水
、
字
木
塚
、
字
塚
越
、
字
鍛
冶
畑
、
字
岩
船
、
字

御
崎
、
字
山
ノ
神
、
字
金
山
、
字
上
長
崎
、
字
下
長
崎
、
字
三
光
神
、
字
柳
田
、
字
馬
見
塚
、
字

壱
町
田
及
び
字
上
組
、
八
代
町
米
倉
字
三
反
田
、
字
御
所
、
字
土
井
原
及
び
字
天
神
原
、
八
代
町

南
字
穴
田
、
字
宮
田
、
字
泉
田
、
字
雁
田
、
字
高
田
、
字
下
り
田
、
字
池
田
、
字
鶴
辺
、
字
身
洗

澤
、
字
雨
田
、
字
渋
田
、
字
根
岸
、
字
柳
田
、
字
弁
才
天
、
字
柿
木
田
、
字
横
、
字
神
田
、
字
風

池
、
字
曲
田
、
字
前
田
、
字
侭
ノ
下
、
字
真
道
澤
、
字
森
ノ
上
南
、
字
森
ノ
上
北
、
字
山
ノ
神
、

字
宮
川
及
び
字
村
上
、
八
代
町
北
字
和
泉
、
字
下
小
下
、
字
芝
草
、
字
大
橋
、
字
久
保
、
字
金
地

蔵
、
字
堀
川
、
字
後
田
、
字
丸
山
、
字
御
崎
林
、
字
山
道
、
字
下
神
之
木
及
び
字
神
之
木
、
八
代

町
高
家
字
高
家
沢
、
字
若
久
称
、
字
小
松
、
字
早
稲
田
、
字
柿
音
、
字
大
久
保
、
字
浅
見
原
、
字

清
水
、
字
伊
勢
原
、
字
八
反
田
、
字
村
中
、
字
西
小
山
及
び
字
法
花
田
、
八
代
町
竹
居
字
平
三
、

字
後
藤
、
字
袖
木
、
字
南
原
、
字
川
尻
、
字
日
見
不
、
字
二
ツ
石
、
字
上
竹
居
、
字
蝙
蝠
塚
、
字

久
保
畑
、
字
楞
厳
、
字
夏
目
塚
、
字
御
崎
、
字
殿
屋
敷
、
字
山
之
神
、
字
土
原
、
字
上
浅
川
、
字

鍬
石
、
字
蟹
田
及
び
字
大
門
林
、
八
代
町
奈
良
原
字
坂
下
、
字
北
畑
、
字
中
村
及
び
字
道
六
神
、

八
代
町
岡
字
北
割
、
字
村
上
、
字
前
田
、
字
南
割
、
字
柚
ノ
木
、
字
小
原
、
字
下
小
原
及
び
字
沢

添
、
境
川
町
大
坪
字
小
町
田
、
字
獅
ヶ
坪
及
び
字
八
反
田
、
境
川
町
石
橋
字
蕨
田
、
字
久
保
田
、

字
堰
添
、
字
西
天
神
北
割
、
字
東
天
神
、
字
志
村
、
字
薬
林
寺
、
字
松
ノ
木
田
、
字
車
地
蔵
、
字

宮
前
及
び
字
伊
勢
前
、
境
川
町
三
椚
字
八
講
田
、
字
東
畑
及
び
字
西
川
、
境
川
町
小
山
字
中
丸
、

字
神
田
、
字
神
ノ
前
、
字
京
原
及
び
字
堤
、
境
川
町
前
間
田
字
宮
ノ
上
、
境
川
町
小
黒
坂
字
水
上
、

字
山
田
、
字
立
石
及
び
字
大
蔵
、
境
川
町
大
黒
坂
字
一
の
沢
並
び
に
境
川
町
寺
尾
字
間
門
、
字
松

葉
田
、
字
日
向
林
、
字
権
上
、
字
宮
ノ
前
、
字
天
神
、
字
稲
干
場
、
字
坂
下
、
字
白
戸
、
字
北
原
、

字
上
寺
尾
及
び
字
上
原
の
各
一
部
を
加
え
、
境
川
町
寺
尾
字
別
当
、
字
日
影
田
及
び
字
前
府
の
各

一
部
を
削
る
。

２
　
使
用
の
部
分

変
更
な
し

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
施
行
者
の
名
称

山
梨
市

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

峡
東
都
市
計
画
下
水
道
事
業
山
梨
市
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
四
年
三
月
五
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
　
収
用
の
部
分

変
更
な
し

２
　
使
用
の
部
分

変
更
な
し

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事

業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
施
行
者
の
名
称

上
野
原
市



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
四
四

二
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

上
野
原
都
市
計
画
下
水
道
事
業
上
野
原
市
公
共
下
水
道

三
　
事
業
施
行
期
間

昭
和
五
十
四
年
三
月
二
十
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四
　
事
業
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
　
収
用
の
部
分

昭
和
五
十
四
年
山
梨
県
告
示
第
百
十
一
号
、
昭
和
六
十
年
山
梨
県
告
示
第
百
九
号
、
平
成
七
年

山
梨
県
告
示
第
三
百
七
十
五
号
、
平
成
十
三
年
山
梨
県
告
示
第
二
百
十
六
号
及
び
平
成
十
六
年
山

梨
県
告
示
第
五
百
四
十
号
の
事
業
地
に
、
上
野
原
市
大
字
上
野
原
字
虎
丸
、
字
砂
流
、
字
西
原
、

字
林
ノ
上
、
字
奈
良
川
戸
、
字
新
井
原
、
字
梅
久
保
、
字
小
沢
、
字
名
土
、
字
小
沢
原
、
字
新
井
、

字
カ
ヤ
カ
リ
、
字
下
ノ
沢
、
字
沓
掛
、
字
下
原
及
び
字
中
原
並
び
に
大
字
八
ッ
沢
字
下
村
及
び
字

桜
木
の
各
一
部
を
加
え
、
大
字
上
野
原
字
大
間
々
、
字
大
道
及
び
字
外
城
並
び
に
大
字
八
ッ
沢
字

堂
尾
根
、
字
袴
摺
、
字
下
川
原
、
字
上
村
及
び
字
上
出
村
の
各
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す

る
。

２
　
使
用
の
部
分

変
更
な
し

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
二
号

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
特
定
工
程
及
び
特
定
工
程
後
の
工
程
の
指
定
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
特
定
工
程
及
び
特
定
工
程
後
の
工
程
の
指
定
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
特
定
工
程
及
び
特
定
工
程
後
の
工
程
の
指
定
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
告
示
第

百
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
号
中
「
住
宅
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）」
を
「
独
立
行
政
法
人
住

宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
二
号
）」
に
改
め
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
前
に
独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
　

二
号
）
に
よ
る
廃
止
前
の
住
宅
金
融
公
庫
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
の
規
定
に
基

づ
く
資
金
の
貸
付
け
、
銀
行
そ
の
他
一
般
の
金
融
機
関
の
貨
付
債
権
の
譲
受
け
及
び
当
該
貸
付
債
権

を
担
保
と
す
る
債
権
等
に
係
る
債
務
の
保
証
の
対
象
と
な
っ
た
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　

一
　
道
路
の
位
置

笛
吹
市
石
和
町
唐
柏
字
池
田
四
五
〇
番
三

二

道
路
の
幅
員

四
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

三

道
路
の
延
長

三
〇
・
三
八
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　

一
　
道
路
の
位
置

笛
吹
市
石
和
町
唐
柏
字
池
田
四
五
〇
番
一
四

二

道
路
の
幅
員

四
・
二
〇
メ
ー
ト
ル

三

道
路
の
延
長

三
四
・
九
一
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
峡
東
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦

覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
四
五

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　
　

一
　
道
路
の
位
置

笛
吹
市
石
和
町
唐
柏
字
池
田
三
九
番
一

二

道
路
の
幅
員

最
大
五
・
〇
一
メ
ー
ト
ル
　
最
小
四
・
九
九
メ
ー
ト
ル

三

道
路
の
延
長

四
八
・
八
七
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
百
四
十
六
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。）
第
百
六
十
七
条

の
五
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て
県
が
発
注
す
る
物
品
の
購
入
、
製
造
の
請

負
そ
の
他
の
契
約
（
建
設
工
事
の
請
負
並
び
に
建
設
工
事
に
係
る
測
量
、
調
査
、
設
計
及
び
監
理
の
委

託
並
び
に
土
木
施
設
（
道
路
、
河
川
、
公
園
、
下
水
道
施
設
そ
の
他
別
に
定
め
る
施
設
を
い
う
。）
の

維
持
管
理
業
務
に
つ
い
て
の
契
約
を
除
く
。）
に
係
る
競
争
入
札
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等

又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
の
規
定
が

適
用
さ
れ
る
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
（
以
下
「
一
般
競
争
入
札
」
と
い
う
。）
に
参
加
す
る

者
に
必
要
な
資
格
等
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
定
め
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者

競
争
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
、
競
争
入
札

の
参
加
資
格
に
関
す
る
審
査
（
以
下
「
資
格
審
査
」
と
い
う
。）
を
受
け
、
資
格
を
有
す
る
と
認
め

ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

１
　
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
者

２
　
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
競
争
入
札
に
参
加
さ
せ
な
い
こ
と
が
で
き
る
と
　

さ
れ
て
い
る
者

３
　
営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
を
受
け
て
い
な
い
　

者
４
　
資
格
審
査
の
申
請
を
行
う
日
の
属
す
る
月
の
初
日
に
お
い
て
、
引
き
続
き
二
年
以
上
営
業
を
営
　

ん
で
い
な
い
者

二
　
資
格
審
査
の
申
請
の
方
法

１
　
資
格
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
申
請
者
」
と
い
う
。）
は
、
物
品
等
競
争
入
札
参
　

加
資
格
審
査
申
請
書
（
第
一
号
様
式
）（
以
下
「
申
請
書
」
と
い
う
。）
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
付
し
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（一）

営
業
経
歴
書
（
第
二
号
様
式
）

（二）

法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
（
法
人
の
場
合
）

（三）

身
分
証
明
書
（
個
人
の
場
合
）

（四）

印
鑑
証
明
書

（五）

財
務
諸
表
（
法
人
に
あ
っ
て
は
申
請
書
提
出
日
の
直
前
の
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
、

個
人
に
あ
っ
て
は
申
請
書
提
出
日
の
直
前
に
提
出
し
た
所
得
税
確
定
申
告
書
の
写
し
）

（六）

納
税
証
明
書
（
申
請
書
提
出
日
直
前
の
県
税
及
び
消
費
税
に
係
る
も
の
）

（七）

契
約
に
関
し
、
営
業
所
等
に
権
限
が
委
任
さ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
の
委
任
状

（八）

営
業
に
関
し
、
許
可
、
認
可
等
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
は
そ
れ
を
証
す
る
書
面

（九）

誓
約
書
（
第
三
号
様
式
）

２
　
申
請
書
及
び
添
付
書
類
は
、
山
梨
県
出
納
局
管
理
課
（
郵
便
番
号
四
〇
〇
│
八
五
〇
一
）
山
梨

県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
（
電
話
〇
五
五
│
二
二
三
│
一
三
九
五
）
に
あ
ら
か
じ
め
連

絡
の
上
持
参
す
る
こ
と
。

３
　
申
請
書
及
び
添
付
書
類
は
、
日
本
語
で
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
　
資
格
の
有
効
期
間

資
格
の
有
効
期
間
は
、
資
格
を
認
定
し
た
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

四
　
変
更
等
の
届
出

申
請
書
の
提
出
後
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
又
は
営
業
を
休
止
し
、
若
し
く
　

は
廃
止
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
そ
の
旨
を
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

１
　
商
号
又
は
名
称

２
　
代
表
者
又
は
代
理
人

３
　
所
在
地
又
は
住
所

４
　
印
鑑

５
　
そ
の
他
営
業
に
関
し
重
要
な
事
項

五
　
資
格
の
取
消
し

知
事
は
、
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
資
格

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

１
　
一
の
１
か
ら
４
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
。

２
　
申
請
書
又
は
そ
の
添
付
書
類
に
故
意
に
虚
偽
の
記
載
を
し
た
と
き
。

六
　
資
格
の
有
効
期
間
の
更
新
手
続

県
に
お
い
て
一
般
競
争
入
札
が
見
込
ま
れ
る
年
度
に
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
　

格
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
の
で
、
当
該
公
示
に
基
づ
き
申
請
書
を
提
出
す
る
こ
と
。



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
四
六

第１号様式



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
四
七

第２号様式



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
四
八

第３号様式



山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
四
九

訓
　
　
　
令

山
梨
県
訓
令
甲
第
一
号

本

庁

出

先

機

関

青
果
市
場
駐
在
員
の
設
置
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明
　

青
果
市
場
駐
在
員
の
設
置
に
関
す
る
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

青
果
市
場
駐
在
員
の
設
置
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
三
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
二
十
五
号
）
は
、
廃

止
す
る
。附

　
則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公
　
　
　
告

'

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
入
札
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月

十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１
　
借
入
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
機
器
　
一
式

２
　
借
入
物
品
等
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

３
　
借
入
期
間

平
成
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

４
　
借
入
場
所

知
事
が
指
定
す
る
場
所

二
　
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格

１
　
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
等
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
六
号
）
の
一
に
定
め
る
競
争
入
札
に
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
こ
の
公
告
に
示
す
借
入
物
品
等
を
確
実
に
納
入
で
き
る
と
知
事
が
判
断
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
こ
の
公
告
に
示
す
借
入
物
品
等
に
係
る
保
守
を
迅
速
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

４
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る

指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ

と
。

５
　
設
置
主
任
技
術
者
は
、
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
パ
ソ
コ
ン
五
〇
〇
〇
台
以
上
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い

て
、
フ
ァ
イ
ア
ウ
ォ
ー
ル
及
び
そ
の
他
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
関
連
機
器
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と

内
部
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
接
続
に
関
す
る
機
器
）
の
構
築
実
績
（
自
社
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
及
び
グ

ル
ー
プ
会
社
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
実
績
は
除
く
。）
が
あ
る
こ
と
。

三
　
入
札
手
続
等

１
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
四
〇
〇
│
八
五
〇
一
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
企
画
部

情
報
政
策
課
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
管
理
担
当
　
電
話
〇
五
五
│
二
二
三
│
一
四
一
九

２
　
入
札
説
明
書
の
交
付
方
法

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
四
月
十
二
日
（
木
）
ま
で
の
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例

（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
（
以
下
「
県
の
休
日
」
と
い
う
。）
を

除
く
毎
日
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
三
の
１
の
交
付
場
所

に
お
い
て
交
付
す
る
。

３
　
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
提
出
方
法

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
四
月
十
六
日
（
月
）
ま
で
の
県
の
休
日
を
除
く
毎
日
、
午
前
　

九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
に
山
梨
県
企
画
部
情
報
政
策
課
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
管
理
担
当
に
持
参
す
る
こ
と
。

４
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
九
年
五
月
八
日
（
火
）
午
後
二
時
　
山
梨
県
庁
北
別
館
四
階
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
ル
ー
ム

５
　
郵
送
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限
及
び
場
所

平
成
十
九
年
五
月
七
日
（
月
）
午
後
五
時
ま
で
に
山
梨
県
企
画
部
情
報
政
策
課
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

管
理
担
当
（
郵
便
番
号
四
〇
〇
│
八
五
〇
一
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
）
に
必

着
す
る
こ
と
。

６
　
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者

で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金



額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

７
　
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
条
件
に
違

反
し
た
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
行
っ
た
入
札

そ
の
他
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

第
百
二
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

８
　
落
札
者
の
決
定
方
法

規
則
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
価
格
を

も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

四
　
そ
の
他

１
　
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金

免
除

３
　
契
約
保
証
金

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
契
約
保
証
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。

４
　
契
約
書
作
成
の
要
否

要

５
　
長
期
継
続
契
約

こ
の
公
告
に
係
る
入
札
の
結
果
、
落
札
者
と
の
間
で
締
結
す
る
こ
と
と
な
る
契
約
は
、
山
梨
県

長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第

九
十
号
）
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
で
あ
る
。
翌
年
度
以
降
に
お
い
て
当
該
契
約
に
係
る
予
算
の

減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
る
。

６
　
そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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'

開
発
行
為
及
び
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
及
び
開
発
行
為
の
う
ち
公
共
施
設
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
昭
和
町
西
条
字
北
河
原
三
七
三
〇
の
一
、
三
七
三
一
の
四
及
び
三
七
六
三
の
一
並
び
に

字
中
曽
根
三
七
六
五
、
三
七
六
五
の
二
、
三
七
八
一
の
三
、
三
八
三
八
の
三
、
三
八
三
八
の
六
、
三

八
五
九
の
一
、
三
八
五
九
の
三
、
三
八
五
九
の
四
、
三
八
五
九
の
五
及
び
三
八
五
九
の
六
の
区
域

二
　
公
共
施
設
の
種
類
、
位
置
及
び
区
域

公
共
施
設
の
種
類
　
　
　
　
　
　
　
　
　
位
　
置
　
及
　
び
　
区
　
域

道
　
　
路

次
の
図
の
と
お
り

水
　
　
路

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
中
北
建
設
事
務
所
及
び
昭
和
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

三
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

甲
府
市
国
母
七
丁
目
九
百
二
十
六
番
二
　
株
式
会
社
東
京
イ
ン
テ
リ
ア
家
具
　
代
表
取
締
役
　
利

根
川
弘
衛

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
六
号

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
鶴
　
　
田
　
　
美
　
　
枝

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
警
察
の
組
織
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
三
第
二
項
中
「
及
び
第
十
二
号
」
を
「
、
第
十
二
号
及
び
第
十
六
号
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
五
〇



第
二
十
一
条
の
三
第
一
項
、
第
二
十
二
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
第
一
項
、
第
二
十
三
条
の
二
第
一

項
、
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
二
十
五
条
の
三
第
二
項
中

「
吏
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
三
項
及
び
第
五
項
中
「
吏
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
も
し
く
は

こ
れ
に
相
当
す
る
吏
員
ま
た
は
吏
員
以
外
の
職
員
（
以
下
「
そ
の
他
の
職
員
」
と
い
う
。）」
を
「
又

は
こ
れ
に
相
当
す
る
職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
第
三
項
中
「
吏
員
」
を
「
職
員
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
三
項
中
「
吏
員
を
、
係
長
」
を
「
職
員
を
、
係
長
」
に
、「
吏
員
を
、
専
門
官
」
を

「
職
員
を
、
専
門
官
」
に
、「
吏
員
を
、
係
員
」
を
「
職
員
を
、
係
員
」
に
改
め
、「
吏
員
そ
の
他
の
」

を
削
る
。

第
三
十
六
条
中
「
、
吏
員
及
び
そ
の
他
の
職
員
」
を
「
そ
の
他
の
職
員
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
中
「
吏
員
及
び
」
を
削
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

'

一
般
競
争
入
札
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
入
札
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月

十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日
　
　

山
梨
県
警
察
本
部
長
　
　
篠
　
　
原
　
　
　
　
　
寛

一
　
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

１
　
役
務
の
名
称
及
び
数
量

山
梨
県
甲
府
警
察
署
管
内
に
お
け
る
放
置
車
両
確
認
事
務
委
託
　
一
式

２

役
務
の
仕
様
等

入
札
説
明
書
で
定
め
る
内
容
等
で
あ
る
こ
と
。

３
　
履
行
期
間

平
成
十
九
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日
ま
で

４
　
履
行
場
所

山
梨
県
甲
府
警
察
署
の
管
轄
区
域

５
　
入
札
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
を
切
　

り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者

で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す
る
金

額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

二
　
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格

１
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
　

し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２
　
平
成
十
九
年
度
に
お
け
る
物
品
等
の
特
定
調
達
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
に
参
加
す
る
者
に

必
要
な
資
格
等
（
平
成
十
九
年
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
六
号
）
の
一
に
定
め
る
競
争
入
札
に
参
加

す
る
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

３
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
入
札
の
日
ま
で
の
間
に
山
梨
県
か
ら
「
山
梨
県
物
品
購
入
等
契
約
に
係
る

指
名
停
止
等
措
置
要
領
」
に
基
づ
く
指
名
停
止
を
受
け
て
い
る
日
が
含
ま
れ
て
い
る
者
で
な
い
こ

と
。

４
　
会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
　

基
づ
き
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
（
同
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
更
正
事
件
に
係
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
を
し
て
い
な
い
、
又
は
こ
れ
が
な

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ
し
、
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
更
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た

者
が
、
そ
の
者
に
係
る
同
法
第
百
九
十
九
条
第
一
項
の
更
正
計
画
認
可
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に

あ
っ
て
は
、
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み

な
す
。

５
　
民
事
再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
、
又
は
こ
れ
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

た
だ
し
、
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
の
再
生
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の

者
に
係
る
同
法
第
百
七
十
四
条
第
一
項
の
再
生
計
画
認
可
の
決
定
が
確
定
し
た
場
合
に
あ
っ
て

は
、
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
を
し
な
か
っ
た
者
又
は
申
立
て
を
な
さ
れ
な
か
っ
た
者
と
み
な
す
。

６
　
民
事
再
生
法
附
則
第
二
条
に
よ
る
廃
止
前
の
和
議
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
十

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
和
議
開
始
の
申
立
て
を
し
て
い
な
い
こ
と
。

７

現
に
、
法
人
税
、
地
方
税
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費
税
並
び
に
社
会
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
な

い
こ
と
。

８
　
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
　

二
条
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
が
経
営
し
、
又
は
実
質
的
に
経
営
を
支
配
し
て
い
な
い
こ
と
。

９

政
治
活
動
並
び
に
特
定
の
公
職
者
及
び
政
党
を
推
薦
、
支
持
又
は
反
対
す
る
こ
と
を
主
た
る
目
　

的
と
し
て
い
な
い
こ
と
。

１０

純
資
産
一
千
万
円
以
上
の
株
式
会
社
、
正
味
財
産
一
千
万
円
以
上
の
公
益
法
人
又
は
こ
れ
ら
に

準
ず
る
法
人
で
あ
る
こ
と
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
五
一



１１

法
人
向
け
サ
ー
ビ
ス
の
業
歴
が
二
年
以
上
で
あ
り
、
過
去
二
年
以
内
に
お
い
て
当
該
業
務
に
関

し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
。

１２

入
札
参
加
資
格
確
認
時
に
お
い
て
駐
車
監
視
員
を
二
名
以
上
雇
用
し
て
い
る
こ
と
。

１３

業
務
知
識
・
遂
行
能
力
向
上
の
た
め
の
研
修
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
り
、
当
該
規
程
に
基

づ
き
研
修
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。

１４

自
主
検
査
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
り
、
当
該
規
程
に
基
づ
き
自
主
検
査
を
実
施
し
て
い
る
　

こ
と
。

１５

報
奨
・
ペ
ナ
ル
テ
ィ
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

１６

機
密
漏
洩
防
止
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
い
る
こ
と
。

１７

仕
様
書
に
定
め
ら
れ
る
業
務
内
容
を
、
公
正
か
つ
適
確
に
遂
行
し
得
る
こ
と
。

１８

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
五
十
一
条
の
八
第
一
項
に
基
づ
く
山
梨
県
　

公
安
委
員
会
の
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
（
道
路
交
通
法
第
五
十
一
条
の
九
に
基
づ
く
山
梨
県
公
　

安
委
員
会
の
適
合
命
令
を
受
け
て
お
り
、
当
該
命
令
に
必
要
な
措
置
を
と
っ
て
い
な
い
と
認
め
ら

れ
る
法
人
を
除
く
。）。

三
　
入
札
手
続
等

１
　
契
約
条
項
を
示
す
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

郵
便
番
号
四
〇
〇
│
〇
〇
三
二
　
山
梨
県
甲
府
市
中
央
一
丁
目
十
番
一
号
　
山
梨
県
警
察
本
部

交
通
部
交
通
指
導
課
放
置
駐
車
対
策
担
当
　
電
話
〇
五
五
│
二
三
五
│
二
一
二
一

２
　
入
札
説
明
書
の
交
付
方
法

こ
の
公
告
の
日
か
ら
平
成
十
九
年
四
月
十
三
日
（
金
）
ま
で
の
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条
例
　

（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
（
以
下
「
県
の
休
日
」
と
い
う
。）
を
　

除
く
毎
日
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
三
の
１
の
交
付
場
所
　

に
お
い
て
交
付
す
る
。

３
　
入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所

平
成
十
九
年
五
月
十
日
（
木
）
午
後
二
時

山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
企
画
課
会
議
室

４
　
郵
送
に
よ
る
入
札
書
の
受
領
期
限
及
び
場
所

平
成
十
九
年
五
月
九
日
（
水
）
午
後
四
時
ま
で
に
山
梨
県
警
察
本
部
交
通
部
交
通
指
導
課
放
置
　

駐
車
対
策
担
当
（
郵
便
番
号
四
〇
〇
│
八
五
八
六
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
）

に
必
着
す
る
こ
と
。

５
　
入
札
の
無
効

こ
の
公
告
に
示
し
た
一
般
競
争
入
札
の
参
加
資
格
の
な
い
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
条
件
に
違
　

反
し
た
者
の
行
っ
た
入
札
、
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
者
の
行
っ
た
入
札
　

そ
の
他
山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。）

第
百
二
十
九
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

６
　
落
札
者
の
決
定
方
法

こ
の
公
告
に
示
し
た
役
務
を
履
行
で
き
る
と
山
梨
県
警
察
本
部
長
が
認
め
た
入
札
者
で
あ
っ

て
、
規
則
第
百
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
予
定
価
格
の
範
囲
内
で
最
低
価
格

を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

四
　
そ
の
他

１
　
契
約
の
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２
　
入
札
保
証
金

免
除

３
　
契
約
保
証
金

契
約
を
締
結
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
で
定
め
る
契
約
保
証
金
を
納
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
第
百
九
条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
こ
れ
を
免
除
す
る
。

４
　
入
札
者
に
求
め
ら
れ
る
事
項

こ
の
一
般
競
争
入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
入
札
説
明
書
に
示
す
入
札
参
加
資
格
を
満
た
　

す
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
を
平
成
十
九
年
四
月
二
日
（
月
）
か
ら
同
月
十
九
日
（
木
）
ま
で
の
県
　

の
休
日
を
除
く
毎
日
、
午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
に
三
の
１

の
場
所
に
持
参
し
、
こ
の
入
札
に
参
加
す
る
資
格
が
あ
る
こ
と
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５
　
契
約
書
作
成
の
要
否

要

６
　
長
期
継
続
契
約

こ
の
公
告
に
係
る
入
札
の
結
果
、
落
札
者
と
の
間
で
締
結
す
る
こ
と
と
な
る
契
約
は
、
山
梨
県

長
期
継
続
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
で
き
る
契
約
を
定
め
る
条
例
（
平
成
十
七
年
山
梨
県
条
例
第

九
十
号
）
に
基
づ
く
長
期
継
続
契
約
で
あ
る
。
翌
年
度
以
降
に
お
い
て
当
該
契
約
に
係
る
予
算
の
　

減
額
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
該
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
る
。

７
　
そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

※
　Sum

m
ary

1
N
ature

and
quantity

ofthe
services

to
be
required

C
om
m
ission

ofA
ffairs

C
oncerning

Identifying
A
bandoned

V
ehicles

w
ithin

the
PrecinctofK

ofu
Police

Station,Y
am
anashi,1

Set
2
D
ate
and
tim
e
fortender
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3 Bureau in charge
Illegal Parking Control Section, Traffic Enforcement Division, Traffic
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Kofu-shi Yamanashi-ken 400-0032 Japan TEL 055-235-2121

山 梨 県 公 報 　 　 第 千 七 百 四 十 八 号 　 　 平 成 十 九 年 三 月 二 十 九 日 二 五 三



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
七
百
四
十
八
号
　
　
平
成
十
九
年
三
月
二
十
九
日

二
五
四


